
1 

 

令和６年度 新宿区地域公共交通会議（第２回） 議事概要 
 

日時  令和６年８月２１日（水） １５：００－１６：００ 

場所  新宿ファーストウエスト ３階Ｃ会議室 

 

１ 開会 

   欠席者の確認、委員過半数出席の確認、配布資料の確認を行った。 

２ 委員の委嘱について 

委嘱状の確認、出席者の自己紹介を行った。 

３ 議題 

⑴ 新宿ＷＥバスにおける運行ルートの一部廃止について 

   以下の事項について、事務局が資料２－１、資料２－２、資料２参考１～参考３に沿って説明を

実施した。また、運行事業者である京王バス株式会社三浦委員より補足説明を行った。 

・ 新宿御苑ルート及び歌舞伎町ルートについて、令和 6 年 10 月 1 日より廃止すること。 

・ 上記 2 路線の廃止に伴い、関連する各割引施策についても廃止すること。 

 

会長 

    特に意見、質問がないので、議決に移る。新宿区地域公共交通会議設置要綱第５条第７項に基づ

き原則として全会一致で議決とする。なお、提案事業者である京王バス株式会社三浦委員は、除外

した形で議決を取る。 

議題⑴新宿ＷＥバスにおける運行ルートの一部廃止について、賛成の方は挙手。（全委員が挙

手） 

全会一致での議決とする。 

また、新宿ＷＥバス設立から私はこの会議で関わっており、利用状況や社会状況など運行開始時

から状況が変わっているので、運行終了はやむを得ないものと認識している。 

 

⑵ 協議運賃分科会を新設するため、交通会議設置要綱、分科会設置要領を改正することについて 

事務局が配布資料３－１、３－２、３－３に沿って説明を行った。 

 

質疑 

   道路運送法の改正により運賃の協議としてカルテルの疑義が生じないよう分科会を設置するもの

であるが、地域公共交通会議の設置要綱第 5 条に「交通会議は原則として公開」するという規定が

あり、分科会にも適用されるものと考える。傍聴を希望される同種の事業者が出てきた場合、カル

テルの疑義が生じてしまうと思うが、そのような場合の扱いについて確認したい。 

事務局応答 

   同業他社が傍聴で入ると、独占禁止法に抵触する可能性が考えられるため、ホームページ等で協

議運賃分科会の日程を周知する際に、注意事項として同業他社は傍聴を差し控えるよう周知する。 

 

会長 

   議決に移る。協議運賃分科会を新設するため、交通会議設置要綱、分科会設置要領を改正するこ

とについて、賛成の方は挙手。（全委員が挙手） 

   全会一致での議決とする。 

 

４ 令和６年度会議の開催日時等（予定） 

事務局から次回の会議の案内を行った。 

 

５ 閉会 


